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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のリンク歯が二股状に形成された多数のリンクプレートを連結ピンで指組み状に連
結し、スプロケットのスプロケット歯に対して前記リンク歯の内側噛み合い面から噛み合
い始めて外側噛み合い面で着座するように噛み合う低干渉音型サイレントチェーンにおい
て、
　前記内側噛み合い面が、前記リンク歯の歯先側に配置した円弧状噛み合い開始領域と歯
元側に配置した直線状噛み合い誘導領域とで構成され、
　前記円弧状噛み合い開始領域および前記直線状噛み合い誘導領域が、前記内側噛み合い
面での前記スプロケット歯との噛み合いが、コーダルアクションにより前のめり状態に傾
斜している前記リンクプレートの前記円弧状噛み合い開始領域において開始され、前記ス
プロケットの回動につれて前記円弧状噛み合い開始領域から前記直線状噛み合い誘導領域
へ連続的に移行するように配置されていることを特徴とする低干渉音型サイレントチェー
ン。
【請求項２】
　前記直線状噛み合い誘導領域が、前記円弧状噛み合い開始領域より長く設定されている
ことを特徴とする請求項１記載の低干渉音型サイレントチェーン。
【請求項３】
　前記直線状噛み合い誘導領域が、前記直線状噛み合い誘導領域と接触している前記スプ
ロケット歯が、前記スプロケットの回動につれて、先行する前記リンクプレートの前記外
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側噛み合い面と同時接触を生じるように配置されていることを特徴とする請求項１または
請求項２記載の低干渉音型サイレントチェーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のタイミングチェーン、産業機械の動力伝達チェーン等として用いら
れるサイレントチェーンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車のエンジンのクランクシャフトとカムシャフト間の動力伝達等に広く用い
られているサイレントチェーンは、スプロケットの歯面と噛み合う二股状の一対のリンク
歯が形成された多数のリンクプレートで指組み状に編成され、これらのリンクプレートに
形成された一対のリンク歯の内側噛み合い面がチェーン伸張状態でチェーン幅方向に重な
り合うリンク歯の外側噛み合い面より僅かに膨出しており、スプロケットの歯面に対して
リンク歯の内側噛み合い面から噛み合い始めて外側噛み合い面で着座するように噛み合う
ことによって動力伝達が行なわれるようになっている。
【０００３】
　そして、このようなサイレントチェーンは、スプロケットへ噛み合う場合、コーダルア
クションと称する多角形運動によりスプロケット間のフリースパンから走行してくる際に
走行ラインを上下動するため、スプロケットへの噛み合い開始時にリンクプレートが前の
めり状態に傾斜しながら噛み合うが、スプロケットへの噛み合い開始時に或いはスプロケ
ットから離れる時にリンク歯がスプロケットの歯面と滑り接触するような円弧状の内側噛
み合い面をリンク歯に形成することにより、スプロケットへの噛み合い開始時に過剰な噛
み合い干渉を回避している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公平２－１９３３９号公報（第１頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述した従来のようなサイレントチェーンは、スプロケットへの噛み合
い開始時に過剰な噛み合い干渉を回避するものの、その直後におけるスプロケットとの接
触面積が少ないため、接触圧が高くなり、結局、噛み合い騒音を低減することが難しいと
いう問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、従来の問題を解決するものであって、すなわち、本発明の目的は、
コーダルアクションにより前のめり状態に傾斜したリンクプレートの、スプロケットとの
噛み合い時に、スプロケットとの干渉音を回避するとともにスプロケットとの接触圧を軽
減してチェーン全体の騒音レベルを低減する低干渉音型サイレントチェーンを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本請求項１記載の発明は、一対のリンク歯が二股状に形成された多数のリンクプレート
を連結ピンで指組み状に連結し、スプロケットのスプロケット歯に対して前記リンク歯の
内側噛み合い面から噛み合い始めて外側噛み合い面で着座するように噛み合う低干渉音型
サイレントチェーンにおいて、前記内側噛み合い面が、前記リンク歯の歯先側に配置した
円弧状噛み合い開始領域と歯元側に配置した直線状噛み合い誘導領域とで構成され、前記
円弧状噛み合い開始領域および前記直線状噛み合い誘導領域が、前記内側噛み合い面での
前記スプロケット歯との噛み合いが、コーダルアクションにより前のめり状態に傾斜して
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いる前記リンクプレートの前記円弧状噛み合い開始領域において開始され、前記スプロケ
ットの回動につれて前記円弧状噛み合い開始領域から前記直線状噛み合い誘導領域へ連続
的に移行するように配置されていることによって、前記課題を解決した。
【０００８】
　また、本請求項２記載の発明である低干渉音型サイレントチェーンは、本請求項１に係
る発明の構成に加えて、前記直線状噛み合い誘導領域が、前記円弧状噛み合い開始領域よ
り長く設定されていることによって、前記課題をさらに解決した。
【０００９】
　さらに、本請求項３記載の発明である低干渉音型サイレントチェーンは、本請求項１ま
たは本請求項２に係る発明の構成に加えて、前記直線状噛み合い誘導領域が、前記直線状
噛み合い誘導領域と接触している前記スプロケット歯が、前記スプロケットの回動につれ
て、先行する前記リンクプレートの前記外側噛み合い面と同時接触を生じるように配置さ
れていることによって、前記課題をさらに解決した。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の低干渉音型サイレントチェーンは、本発明の特有のチェーン構造を備えている
ことによって、以下のような効果を奏することができる。
　すなわち、内側噛み合い面がリンク歯の歯先側に配置した円弧状噛み合い開始領域と歯
元側に配置した直線状噛み合い誘導領域とで構成され、円弧状噛み合い開始領域および直
線状噛み合い誘導領域が、内側噛み合い面でのスプロケット歯との噛み合いが、コーダル
アクションにより前のめり状態に傾斜しているリンクプレートの円弧状噛み合い開始領域
において開始され、スプロケットの回動につれて円弧状噛み合い開始領域から直線状噛み
合い誘導領域へ連続的に移行するように配置されていることによって、スプロケットへ噛
み合う場合、コーダルアクションと称する多角形運動によりスプロケット間のフリースパ
ンから走行してくる際に走行ラインを上下動してスプロケットへの噛み合い開始時にリン
クプレートが前のめり状態に傾斜しながら噛み合いを開始しても、スプロケットとの過剰
な噛み合い干渉を回避するとともにスプロケットとの接触圧を軽減してチェーン全体の騒
音レベルを低減することができる。
【００１１】
　また、本請求項２に記載された発明では、本請求項１に係る発明が奏する効果に加えて
、直線状噛み合い誘導領域が円弧状噛み合い開始領域より長く設定されていることによっ
て、直線状噛み合い誘導領域とスプロケット歯との接触時間を円弧状噛み合い開始領域よ
りも長く確保することができる。
【００１２】
　さらに、本請求項３に記載された発明では、本請求項１または請求項２に係る発明が奏
する効果に加えて、直線状噛み合い誘導領域が、直線状噛み合い誘導領域と接触している
スプロケット歯が、スプロケットの回動につれて、先行するリンクプレートの外側噛み合
い面と同時接触を生じるように配置されていることによって、外側噛み合い面が、直線状
噛み合い誘導領域に代わってスプロケット歯に対して落差なく噛み合うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施例である低干渉音型サイレントチェーンの使用態様図。
【図２】図１に示す低干渉音型サイレントチェーンの斜視図。
【図３】図２の低干渉音型サイレントチェーンに用いたリンクプレートの拡大図。
【図４】スプロケットとの噛み合い状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、一対のリンク歯が二股状に形成された多数のリンクプレートを連結ピンで指
組み状に連結し、スプロケットのスプロケット歯に対してリンク歯の内側噛み合い面から
噛み合い始めて外側噛み合い面で着座するように噛み合う低干渉音型サイレントチェーン
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において、内側噛み合い面がリンク歯の歯先側に配置した円弧状噛み合い開始領域と歯元
側に配置した直線状噛み合い誘導領域とで構成され、前記円弧状噛み合い開始領域および
前記直線状噛み合い誘導領域が、前記内側噛み合い面での前記スプロケット歯との噛み合
いが、コーダルアクションにより前のめり状態に傾斜している前記リンクプレートの前記
円弧状噛み合い開始領域において開始され、前記スプロケットの回動につれて前記円弧状
噛み合い開始領域から前記直線状噛み合い誘導領域へ連続的に移行するように配置されス
プロケットとの干渉音を回避するとともにスプロケットとの接触圧を軽減してチェーン全
体の騒音レベルを低減するものであれば、その具体的な態様は、如何なるものであって構
わない。
【００１５】
　たとえば、本発明の低干渉音型サイレントチェーンにおいてリンクプレートの直線状噛
み合い誘導領域とスプロケットのスプロケット歯との間に形成される着座時のクリアラン
スについては、内側噛み合い面の直線状噛み合い誘導領域から先行するリンクプレートの
外側噛み合い面に円滑に誘導されて間断無く噛み合うために、使用最大歯数を備えたスプ
ロケットにおいて略ゼロとなる程度まで許容することができる。
【００１６】
　本発明の低干渉音型サイレントチェーンに用いる連結ピンは、一対のリンク歯が二股状
に形成された多数のリンクプレートを指組み状に連結するものであれば、丸ピンとロッカ
ージョイントピンのいずれであっても何ら構わない。
【００１７】
　一方、本発明の低干渉音型サイレントチェーンに噛み合うスプロケットのスプロケット
歯は、インボリュート歯を対象にしているが、本発明におけるリンク歯と円滑に噛み合う
歯面形状であれば、インボリュート歯以外の如何なる歯面形状であっても差し支えない。
【実施例】
【００１８】
　以下、図面に基づいて本発明の一実施例である低干渉音型サイレントチェーンを詳細に
説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施例である低干渉音型サイレントチェーンの使用態様図であり、
図２は、図１に示す低干渉音型サイレントチェーンの斜視図であり、図３は、図２の低干
渉音型サイレントチェーンに用いたリンクプレートの拡大図であり、図４は、スプロケッ
トとの噛み合い状態示す図である。
【００２０】
　まず、本発明の一実施例である低干渉音型サイレントチェーン１００は、図１に示すよ
うな自動車エンジンのタイミングシステムに用いるものであって、自動車エンジン内のク
ランク軸側とカム軸側とに配置したスプロケットＳに掛け回されてクランク軸側の動力を
カム軸側へ伝達するものである。
　ここで、図１における符号Ｅは、エンジンブロック本体であり、符号Ｔｐは、本実施例
の低干渉音型サイレントチェーン１００に張力負荷するためのテンショナであり、符号Ｔ
ｇは、本実施例の低干渉音型サイレントチェーン１００を張力負荷状態で走行案内させる
ためのテンショナガイドであり、符号Ｆｇは、本実施例の低干渉音型サイレントチェーン
１００の走行軌跡を規制するための固定ガイドである。
【００２１】
　そして、本実施例である低干渉音型サイレントチェーン１００は、図２，図３に示すよ
うに、一対のリンク歯１１０ａ、１１０ａが二股状に形成された多数のリンクプレート１
１０をチェーン長手方向およびチェーン幅方向に丸ピンからなる連結ピン１２０で指組み
状に連結したものであって、スプロケットＳの歯面に対してリンク歯１１０ａの内側噛み
合い面１１１から噛み合い始めて外側噛み合い面１１２で着座するように噛み合うように
編成されている。
　なお、図２における符号１３０は、スプロケットＳの側方へのチェーン脱落防止などの
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ためにチェーン幅方向の両側に編成したガイドプレートである。
【００２２】
　また、本実施例の低干渉音型サイレントチェーン１００に噛み合うスプロケットＳの歯
面形状として、インボリュート歯を採用している。
【００２３】
　そこで、本実施例の低干渉音型サイレントチェーンが最も特徴とするリンクプレート１
１０の具体的な形態について、図３乃至図４に基づいて詳しく説明する。
　すなわち、本実施例の低干渉音型サイレントチェーンに用いたリンクプレート１１０は
、前述したリンク歯１１０ａの内側噛み合い面１１１が図３に示すようなリンク歯１１０
ａの歯先側に配置した円弧状噛み合い開始領域１１１ａと歯元側に配置した直線状噛み合
い誘導領域１１１ｂとで構成されているとともに、この直線状噛み合い誘導領域１１１ｂ
が円弧状噛み合い開始領域１１１ａより長く設定されている。
【００２４】
　そして、リンクプレート１１０の形成されたリンク歯１１０ａの内側噛み合い面１１１
は、チェーン伸張状態においてチェーン幅方向に重なり合うリンク歯１１０ａの外側噛み
合い面１１２より僅かに膨出している。
【００２５】
　さらに、本実施例の低干渉音型サイレントチェーン１００では、円弧状噛み合い開始領
域１１１ａの曲率半径Ｒａと円弧長Ｌａがチェーン長手方向におけるリンクプレート１１
０の相互間で不均一に設定されていることによって、円弧状噛み合い開始領域１１１ａの
噛み合いタイミングをチェーン長手方向におけるリンクプレート１１０の相互間で異なら
せ、周期的な噛み合い変動を抑制するようになっている。
【００２６】
　次に、図３，図４を参照しながら、本実施例の低干渉音型サイレントチェーン１００に
おける一連の噛み合い過程をリンクプレート１１０の経時変化に基づいて説明する。
【００２７】
　先ず、図４に示すように、スプロケットＳのスプロケット歯Ｔ３は、リンクプレート１
１０のチェーン進行側に形成されたリンク歯１１０ａの内側噛み合い面１１１、すなわち
、円弧状噛み合い開始領域１１１ａに当接しながら噛み合い始める。
【００２８】
　次に、スプロケット歯Ｔ３は、この円弧状噛み合い開始領域１１１ａと噛み合いながら
一歯分回動する間に円弧状噛み合い開始領域１１１ａから直線状噛み合い誘導領域１１１
ｂへ連続的に噛み合い移行していく。
【００２９】
　このとき、コーダルアクションと称する多角形運動によりスプロケットＳ間のフリース
パンから走行してくる際に走行ラインを持ち上げてスプロケットＳへの噛み合い開始時に
リンクプレート１１０が前のめり状態に傾斜しても、直線状噛み合い誘導領域１１１ｂを
摺接させているリンクプレート１１０が連結ピン１２０を中心として緩やかに傾動しなが
らスプロケットＳに巻き込まれていく間に、このリンクプレート１１０と重なり合って後
続する前のめり状態の傾斜リンクプレート１１０の円弧状噛み合い開始領域１１１ａがス
プロケットＳのスプロケット歯Ｔ４に対して緩やかに噛み合い始めるようになる。
　すなわち、スプロケット歯Ｔ３、スプロケット歯Ｔ４は、本実施例の低干渉音型サイレ
ントチェーン１００におけるチェーン長手方向に重なり合うリンクプレート１１０のそれ
ぞれの内側噛み合い面１１１が同時に接触するように誘導していく。
【００３０】
　そして、スプロケットＳが一歯分回動しながら直線状噛み合い誘導領域１１１ｂのリン
クプレート１１０に重なり合って先行するリンクプレート１１０を連結ピン１２０を中心
に回動してスプロケットＳに巻き込んでいく間に、この直線状噛み合い誘導領域１１１ｂ
がスプロケットとの接触圧を軽減させた状態でスプロケットＳの同じスプロケット歯Ｔ３
に対して先行するリンクプレート１１０の外側噛み合い面１１２と少なくとも瞬間的な同
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　したがって、この先行するリンクプレート１１０の外側噛み合い面１１２が、リンクプ
レート１１０の直線状噛み合い誘導領域１１１ｂに代わってスプロケット歯Ｔ３に対して
落差なく噛み合うことになる。　　
【００３１】
　以上のようにして、本実施例の低干渉音型サイレントチェーン１００は、それぞれのリ
ンクプレート１１０がスプロケット歯Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，・・・に順次着座して噛み合っ
て動力を伝達していくようになっている。
【００３２】
　また、本実施例の低干渉音型サイレントチェーン１００は、図４に示すように、噛み合
い開始時にスプロケットＳのスプロケット歯に乗り上げるように当接しながら噛み合う走
行ラインをスプロケット歯先側にチェーン持ち上げ分ｈだけ持ち上げてチェーン張力を増
加させるため、チェーン戻り側で生じたチェーン弛緩を解消して弦振動を抑制している。
【００３３】
　このようにして得られた本実施例の低干渉音型サイレントチェーン１００は、内側噛み
合い面１１１がリンク歯１１０ａの歯先側に配置した円弧状噛み合い開始領域１１１ａと
歯元側に配置した直線状噛み合い誘導領域１１１ｂとで構成されていることによって、ス
プロケットＳとの噛み合い時にリンク歯１１０ａの内側噛み合い面１１１から外側噛み合
い面１１２に連続して円滑に噛み合うばかりでなく、スプロケットＳへ噛み合う場合にコ
ーダルアクションと称する多角形運動によりスプロケットＳ間のフリースパンから走行し
てくる際に走行ラインをスプロケット歯先側にチェーン持ち上げ分ｈだけ持ち上げてスプ
ロケットＳへの噛み合い開始時にリンクプレート１１０が前のめり状態に傾斜しながら噛
み合いを開始しても、スプロケットＳとの干渉音を回避するとともにスプロケットＳとの
接触圧を軽減してチェーン全体の騒音レベルを低減することができる。
【００３４】
　しかも、直線状噛み合い誘導領域１１１ｂが円弧状噛み合い開始領域１１１ａより長く
設定されていることによって、チェーン長手方向に重なり合う複数のリンクプレート１１
０の内側噛み合い面１１１がスプロケットＳに対して同時に接触するように誘導されるた
め、噛み合い開始時に内側噛み合い面１１１の噛み合い衝撃力が緩和されると同時にその
衝撃音がチェーン長手方向に重なり合って先行するリンクプレート１１０の内側噛み合い
面１１１に分散させることができるなど、その効果は甚大である。
【符号の説明】
【００３５】
　１００　・・・低干渉音型サイレントチェーン
　１１０　・・・リンクプレート
　１１１　・・・内側噛み合い面
　１１１ａ・・・円弧状噛み合い開始領域
　１１１ｂ・・・直線状噛み合い誘導領域
　１１２　・・・外側噛み合い面
　１２０　・・・連結ピン
　１３０　・・・ガイドプレート
　　Ｒａ　・・・円弧状噛み合い開始領域の曲率半径
　　Ｌａ　・・・円弧状噛み合い開始領域の円弧長
　　Ｌｂ　・・・直線状噛み合い誘導領域
　　　Ｓ　・・・スプロケット
Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３・・・スプロケット歯
　　　ｈ　・・・チェーン持ち上げ分
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